
令和８年度 都市構造再編集中支援事業 風越公園実施設計業務委託 

特 記 仕 様 書 

 

 

第１章 総 則 

 

第１条（適用） 

本特記仕様書は、「令和８年度 都市構造再編集中支援事業 風越公園実施設計業

務委託」（以下「本業務」という）に適用する。 

 

第２条（業務管理） 

受託者は、委託設計書、設計図書、設計業務共通仕様書（長野県）、本特記仕様

書、業務打合せ書及び関係法規を遵守し、監督員の指示を受け正確に業務を遂行し

なければならない。 

 

第３条（業務範囲） 

業務範囲は風越公園（飯田市 小伝馬町）とし、別紙位置図、平面図を参照のこ

と。なお、詳細については監督員の指示による。 

 

第４条（履行期間） 

履行期間は契約日から令和９年３月 26日までとする。 

 

第５条（技術者の要件） 

管理技術者または担当技術者は、次のいずれかの資格を有する者でなければな

らない。 

・技術士（総合技術監理部門：建設－都市及び地方計画） 

または技術士（建設部門：都市及び地方計画） 

・RCCM（造園）または RCCM（都市及び地方計画） 

 

第６条(中間段階における報告) 

発注者は、本業務の中間段階における成果の提出を受注者に求めることが出来

る｡ 



第２章 業務内容 

 

第７条（業務の目的） 

本業務は、飯田警察署の建替え及び飯田創造館の解体による再整備を計画している

風越公園約 1.1haを対象として、令和７年度にとりまとめた基本設計を踏まえ、再整備

の実施設計を行うものである。  

 

第８条（業務内容） 

１．実施設計 

（１）与条件の確認及び調査 

次の内容に関する条件確認、調査を行い、実施設計における設計課題をとりまとめ、

設計方針の設定を行う。 

・与条件および基本設計内容の整理 

・適用設計条件や設計基準の確認 

・関連機関連絡調整内容の確認 

・現地詳細調査（敷地境界、既存施設の状況、供給処理設備等） 

 

（２）実施設計の検討 

上記設計課題や基本方針に基づき、意匠性、独自性、利用者の利便性・安全性・機

能性（利用動線の設定等）、維持管理のしやすさ、施工性、素材・市場性等に留意しな

がら、実施設計図作成に必要となる導入施設の規模、内容、仕様、構造や配置等を検討

する。既存施設の保存・撤去・再利用、その接続方法、整備手順、施工方法などについ

ても十分検討する。 

 

（３）実施設計図の作成 

設定された施設の位置、規模及び内容等を設計図としてまとめる。実測平面図に基

づき実施設計平面図、割付平面図、造成平面図、施設平面図、植栽平面図、供給処理設

備平面図、造成断面図、縦断図、各種構造図などを作成する。必要に応じて特記事項を

付記すること。 

 

（４）数量計算 

実施設計に基づき工種毎に数量計算書を作成するものとする。図面及び仕様書にも

とづき施工数量、材料数量を計算すること。また、図面を作成するうえで、必要に応じ、

応力又は容量等について計算を行い、設計の適正を確認すること。 

 

（５）概算工事費の算出 

実施設計に基づき、工種別に工事費を算出し、工種別内訳書にとりまとめること。

また、積算の明細が必要な場合は、その根拠を明らかにすること。 

 



（６）実施設計説明書の作成 

業務の内容をとりまとめた実施設計説明書（報告書）の作成を行う。 

 

（７）照査 

照査技術者は、設計図書に定めるまたは、監督員の指示する業務の節目毎にその成

果の確認を行うとともに、業務完了には照査結果を照査報告書としてとりまとめを行

う。 

 

２．撤去設計 

（１）既存施設の現況把握 

過年度業務の成果、既存図面、現地調査結果等を踏まえ、撤去対象となる既存施設の状

態、規模などの現況把握を行い、対象施設、撤去設計に必要な現況図の作成を行う。 

 

（２）撤去等方針の設定 

既存施設の現況把握結果および全体整備計画との整合を踏まえ、撤去、移設、残置、補

修活用等の基本方針を設定する。あわせて、撤去対象物の種別、素材、構造、規模ごと

の分類を行い、処分方法（再利用・再資源化・最終処分等）について検討・整理するも

のとする。 

 

（３）撤去関係図の作成 

設定した撤去等方針に基づき、撤去対象施設の位置、範囲、内容を明確に示した撤去関

係図を作成する。実測平面図等を基に、撤去平面図、詳細図等を作成し、数量算出およ

び施工計画の検討に必要な情報を整理する。 

 

（４）撤去等数量計算 

撤去設計に基づき、工種別に撤去数量の算出を行い、数量計算書としてとりまとめる。

数量算出にあたっては、図面、想定図および調査結果を根拠として明確に整理し、積算・

施工時に支障を生じないよう留意すること。 

 

第９条（打ち合わせ、協議等） 

発注者との打ち合わせは、業務着手時 1 回、中間時６回、成果品納品時 1 回の計８

回行うものとし、その時期は監督職員と打ち合わせるものとする。なお、業務着手時及

び成果品納品時、その他必要に応じて管理技術者が立ち会うものとする。  

なお、新たな業務が発生しない限り打合せ協議は変更の対象としないため、電話や電

子メール等を用いて効率的な説明ができるようにすること。 

 

第１０条（業務計画書） 

業務計画書は、契約後速やかに作成し、監督職員に提出するものとする。内容に関し

ては、監督職員と協議するものとする。 



第３章 成果品等 

 

第１１条 成果品 

電子成果品の作成は、「飯田市建設工事等電子納品に係る実施要領」に基づいて作成

することとする。業務着手前に事前協議を実施し、「電子納品・電子検査 事前協議チェ

ックシート」を用いて電子納品対象とする書類を決定し、電子納品とした書類について

は電子媒体（CD-R・DVD-R）で２部とする。また、電子納品とした書類以外は紙媒体で

１部提出とする。 

 

第１２条（電子納品） 

（１）本業務は「飯田市建設工事等電子納品に係る実施要領」に基づく業務である。受注者

が発注者に協議の上、電子納品の実施が不可能である理由を提出した場合は対象外と

することができる。電子納品とは、調査・設計などの各段階の最終成果を電子データ

で納品することで、ここでいう電子データとは、国土交通省の定めた電子納品要領及

び関連基準に示されたファイルフォーマットに基づいて作成されたものを指す。 

（２）電子成果品の作成は、「飯田市建設工事等電子納品に係る実施要領」に基づいて作成す

ることとする。 

（３）業務着手前に事前協議を実施し、「電子納品・電子検査  事前協議チェックシート」

を用いて電子納品対象とする書類を決定することとする。 

（４）原則として、「電子」と「紙」の二重納品は求めないものとする。 

（５）電子成果品の提出は、前項の事前協議において、電子納品とした書類について電子

媒体（CD-R・DVD-R）で２部とする。また、電子納品とした書類以外は紙媒体で１部

提出とする。 

（６）電子成果品の提出の際には、ウィルスチェックを行い、ウィルスが検出されないこと

を確認する。また、国土交通省から提供される電子納品チェックシステム（最新版）

によるチェックを行い、エラーがないことを確認したうえで提出すること。 

（７）電子検査に必要なパソコンについては原則発注者が準備するが、受注者が用意する事

を妨げない。 

 

第１３条（情報共有システム） 

（１）本業務は「飯田市建設工事等情報共有システム実施要領」に基づく業務である。受注

者が発注者に協議の上で、情報共有システムの利用が不可能である理由を提出した場

合は対象外とすることができる。情報共有システムとは、インターネットを通じて提

供されるアプリケーション（ＡＳＰ）を利用する方式で、工事及び委託の各段階にお

いて、受発注者間でやり取りされる文書、写真・図面等様々な情報を電子データによ

り交換・共有することである。 

（２）利用するシステムは、「飯田市建設工事等情報共有システム実施要領」に添付した、



「長野県情報共有システム機能仕様書」を満たすものから、受注者が選択し、事前に監

督員の承認を得るものとする。 

（３）情報共有システムの利用に要する費用は、各種経費に含まれるものとする。 

（４）情報共有システム利用の実施にあたっては、受発注者間で協議・確認すべき内容を飯

田市電子納品に係る実施要領に基づき作成する「事前協議チェックシート」において、

システムの種類、機能について確認を行う。 

 

第１４条（完成後の対応） 

業務完成後においても受注者は発注者の疑義については速やかに回答するとともに、

不的確な箇所は無償にて成果品を訂正しなければならない。 

 

第４章 その他 

 

第１５条（資料提供） 

本業務に必要な資料のうち、発注者の所有するものについては貸与するが、その取り

扱いについては十分注意するとともに、本業務以外に使用してはならない。また、業務

完了後は速やかに返却しなければならない。 

 

第１６条（地域住民） 

地域住民とのトラブルが生じないように特に注意すること。 

 

第１７条（現場立ち入り） 

現場への立ち入りにあたっては監督職員に連絡すること。 

 

第１８条（その他） 

本業務遂行中に疑義が生じた場合は、協議のうえ監督職員の指示に従うものとする。

受注者は作業実施中に不測の事態が発生した場合は、遅滞なく監督職員に連絡を行い、

その指示に従わなくてはならない。 

 


